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は じ め に 

 
 本市における今後の学校給食のあり方を検討するため、平成２６年７月、教
育委員会内に「朝霞市給食調理等業務民間委託化教育委員会内検討会議」を設
置した。（以下「検討会議」という。） 
 学校給食の運営については、昭和６０年１月、文部省（現在：文部科学省）
から「学校給食業務の運営の合理化について」が各都道府県教育委員会あてに
通知された。この中で、一定の条件のもと、地域の実情に応じた適切な方法に
より、給食業務の合理化を推進するよう指針が示された。この指針に基づき、
全国的に学校給食に関連する調理業務等については民間委託を導入し、民間が
もつ能力や競争力を活用して、より少ない経費で学校給食の意義に即した給食
を提供している。 
 また、本市の「定員適正化方針」では、アウトソーシング（民間等への委託）
の効果的な運用を掲げ、「公共サービス等については、利用者等の理解を得なが
ら、適切なサービスを必要とする人々に対して的確に提供される環境を維持・
充実される努力を続けなければなりませんが、事業の性質によっては、民間へ
の業務委託、指定管理制度の活用をはじめ、様々なＰＰＰ（官民パートナーシ
ップ）の手法についても研究し、政策的な選択肢の一つとして認識していく必
要がある。」としている。 
 検討会議では、学校給食の質の維持を図りながら、より効率的な給食調理業
務等の運営が求められていることから、その一つの方策として、民間委託化等
について、学校給食の安全性と衛生管理が確保されることを前提に、委託した
場合のメリット・デメリット、委託する業務の選定、委託開始年度及び委託対
象校の検討、委託事業者の選定方法、保護者等への周知のほか、民間委託以外
の手法についても検討を行った。 
 また、県南西部を中心とした委託状況の調査に加えて、現在、委託化を進め
ている他市を視察するなど、民間委託の現場の状況等についても調査を行って
きた。 
 このたび、学校給食の業務を委託化するとした場合、学校給食がもつ教育的
意義や質を低下することなく円滑に運営するための方策について、その考え方
を取りまとめたので報告するものである。 
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１．現状 
 本市の学校給食運営は、溝沼、浜崎、栄町の学校給食センターと四小、五小
の自校給食室を市直営方式で行っている。 
また３ヶ所の学校給食センター及び２ヶ所の自校給食室に従事する市正規給
食調理員（以下「給食調理員」という。）と給食配送運転手及び食数は、「表１」
のとおりである。 
【表１】給食調理員及び給食配送運転手数  （平成２６年４月１日現在） 

 給食調理員 給食配送運転手 食 数 
溝沼学校給食センター  ８名 （２名） ４，２４６食

浜崎学校給食センター  ６名 １名（２名） ２，７５９食
栄町学校給食センター  ６名 ２名（１名） ２，５３８食
第四小学校自校給食室  ２名 － ６５５食

第五小学校自校給食室  ３名 － ９６８食
合  計 ２５名 ３名 １１，１６６食

＊（ ）内は委託人数 
 
一方で、一般職非常勤職員（旧臨時調理員）の人数は「表２」のとおりである。 
【表２】一般職非常勤職員（旧臨時調理員）の人数（平成２６年４月１日現在） 

 午前勤務 午後勤務 計 
溝沼学校給食センター １６名 １４名 ３０名 
浜崎学校給食センター １２名  ９名 ２１名 
栄町学校給食センター １１名  ８名 １９名 
第四小学校自校給食室  ７名  ６名 １３名 
第五小学校自校給食室  ９名  ７名 １６名 

合  計 ５５名 ４４名 ９９名 
＊午前勤務は給食調理作業、午後勤務は食器等洗浄作業を実施。 
平成２６年度においては、１１，１６６食の学校給食を給食調理員２５名、一
般職非常勤職員（調理員）９９名、給食配送運転手３名と委託運転手５名の合
計１３２名体制で給食調理・食器等洗浄・配送業務を行っている。
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２．今後の課題 
 学校給食運営における今後の課題として、給食調理員の定年退職による職員
の減が挙げられる。給食調理員については、平成１４年１０月１日採用を最後
に、退職後補充がされていない現状の中、国の指針に基づき、一般職非常勤職
員を採用し、安心・安全な学校給食の提供に努めているものの、今後、給食調
理員が順次定年を迎え、給食調理及び食器の洗浄業務など、学校給食の適切か
つ円滑な運営に支障が生じることが想定される。なお、今後１０年間での給食
調理員の退職予定人数は、「表３」のとおりとなっている。 
【表３】今後１０年間の定年退職予定人数 

退職年度 職 種 退職人数 退職者所属 
平成２７年度 給食調理員 １名 浜崎 
平成２８年度 給食調理員 ２名 溝沼、浜崎 

平成２９年度 給食調理員 ４名 溝沼、浜崎、栄町、四小 

平成３０年度 給食調理員 １名 浜崎 
平成３２年度 給食調理員 １名 五小 
平成３３年度 給食調理員 １名 溝沼 

平成３４年度 給食調理員 ２名 栄町、五小 

平成３１、３５、３６年度 － ０名 － 
「表３」によると、今後５年間（平成３１年度末）で給食調理員８名、さらに
今後１０年間（平成３６年度末）では、給食調理員１２名が定年退職となり、
現状との比較で５割程度減少することになる。 
また、学校給食については、文部科学省の「学校給食衛生管理基準」の中で
規定されている調理後２時間以内の喫食要件を満たさなければならないこと、
さらに事故や怪我が発生した場合の責任の所在など、安心・安全な給食を提供
するためには、当然ながら一定程度の給食調理員の配置が不可欠となる。 
「表１」と「表２」から、現在、各センターでは、給食調理員１名が一般職非
常勤職員３名程度を指導しながら調理及び洗浄作業等を行っている。今後、給
食調理員の退職に伴う補充がない中で、その全てを一般職非常勤職員に切り替
えることは、一般職非常勤職員の職務が補助的な役割であることから、学校給
食の安全性や衛生管理等を勘案すると、大きな課題が残る。 
また県内他市において、参考とすべき一般職非常勤職員など臨時職員のみで
運営している調理場等の事例はなかった。 
以上のことから、今後の学校給食運営を適正かつ円滑に運営するためには、
国が示した指針に基づき、給食調理業務等の委託化を検討する必要がある。そ
の際、学校給食センターと比べ、規模及び人員が少なく比較的影響の少ない自
校給食室から委託化の検討を行う必要がある。 
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３．民間委託化のメリット・デメリット 
 給食調理業務を民間に委託化することによる主なメリット・デメリットは、
「表４」のとおりである。 
【表４】 

メリット デメリット 
・一般職非常勤職員（旧臨時調理員）
の任用、賃金支払等の人事管理事務
が不要となる。 

・調理員休暇による補充が委託事業者
の責任において実施されることに
より常に適正な人員が確保できる。

・現在の給食調理業務等に係る人件費
と比較すると、経費の縮減が図れ
る。 

・業務仕様書に示すことにより、特別
給食等への対応や、学校給食に関す
る学校行事への参加が可能となる
ことから、児童の食に対する関心が
高まり、食育の充実が図れる。 

・委託化する施設に勤務している一般
職非常勤職員の継続雇用に影響が出
る。 
・直営による場合と同様、給食の質は
調理員の資質・能力に左右され、学
校給食に精通した経験豊富な正社員
の配置が不可欠となる。 
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４．自校給食室等の委託化に伴う運営経費の概算額試算 
 平成２５年度決算額を基礎にして、現行の自校給食室（四小・五小）の直営
の場合と委託化した場合の年間経費の概算金額は「表５」のとおりである。 
【表５】                          単位：千円 

 
直 営 

委託化 
調理業務委託料 維持管理費 合 計 

四 小 ３０，５８２ ２４，７３８ ３，７６１ ２８，４９９

五 小 ４２，７４３ ２９，９００ ６，５３７ ３６，４３７

合 計 ７３，３２５ ５４，６３８ １０，２９８ ６４，９３６

「表５」によると、委託化の方が約８３９万円程度、安価となる結果となった。 
 
平成２５年度決算額を基礎にして、現行の学校給食センターの直営の場合と
委託化した場合の年間経費の概算金額は「表６」のとおりである。 
【表６】                         単位：千円 

 
直 営 

委託化 
調理業務委託料 維持管理費 合 計 

溝 沼 １２１，１６４ ７０，２６０ ４２，７６１ １１３，０２１

浜 崎 ８７，９９９ ４７，３６５ ２６，６９０ ７４，０５５

栄 町 ７７，４３５ ４５，７２１ ２１，４６８ ６７，１８９

合 計 ２８６，５９８ １６３，３４６ ９０，９１９ ２５４，２６５

「表６」によると、委託化の方が約３，２３３万円程度、安価となる結果となった。 
 
・調理業務委託は、給食調理（調理、配膳運搬、片付け、清掃）、食器等洗浄、食器
等消毒・清掃・保管に係る人件費、消耗品費（白衣、洗剤、薬剤等）及び健康診断
料（検便手数料）を積算。 

・維持管理費は、施設・備品修繕費、光熱水費、上下水維持管理委託料を積算。 
・調理業務委託料は、見積書を参考に積算。 
・消費税は１０％で積算。 
・平成２６年４月１日現在で積算。 
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５．先進市の委託化状況 
 先進市の状況について、近隣３市では志木市が平成２２年度で１２校全ての
委託化が終了し、新座市は２３校中１７校が委託化済、和光市は１１校全てを
（一財）和光市学校給食協会に委託している状況にある。 
 他市の状況を見ても、調査を実施した県南西部等の自治体１５市中１３市で
行政運営効率化の推進や給食調理員退職に伴い民間への委託化を進めている状
況である。 
なお、委託化移行の主な理由は、給食調理員の退職後不補充によるものとな
っている。 
 また、同様の問題で現在民間委託化を進めている所沢市を平成２５年１１月
に、飯能市を平成２６年５月に視察を行った。 
 両市においては、調理、洗浄、清掃業務等の作業的業務を委託化し、給食献
立の決定や食材料の選定及び購入については、従来どおり市で行っている状況
であった。また委託後において、大きなトラブルはなく、保護者等からも好評
とのことであった。 
【参考】埼玉県教育委員会発行、平成２５年度「埼玉の学校給食」によると、
県内６３市町村中３５市町で給食調理等の民間委託化を実施している。 
 
６．今後の委託化に向けての検討事項 
 以上の状況から、学校給食調理・洗浄業務の委託化に向けて抽出した以下の
事項について検討を行った。 
 
①民間委託以外の検討 
 民間委託化以外の方法として、人材派遣の活用や全調理員の一般職非常勤職 
員化の方法が考えられる。人材派遣の活用については労働者派遣法の規定から 
３年を超える場合は、派遣労働者に対し労働契約の申込みをしなければならな 
い規定があること、さらに、学校給食を派遣労働者のみに任すことは安全管理 
や責任所在の面からも課題が多い。また、全調理員の一般職非常勤職員化につ 
いては、一般職非常勤職員は、１年ごとの短期契約で補助的な業務を行う職員 
であり、この場合も派遣労働者同様、安全管理面及び責任所在の観点から、学 
校給食業務を全面的に一般職非常勤職員で実施することは難しいものと考える。 
このように、委託化以外の方法では種々の問題があること、また、他市の状 
況をみてもこのような運営方法を取り入れている事例はなかった。 
 
②委託業務項目の検討 
学校給食業務を委託化することにより、現行の学校給食との差や質が落ちたり 
することがあってはならない。そこで給食業務を民間委託化するにあたっては、
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まず委託する業務の選定について検討する必要がある。 
一般的に学校給食に関する主な業務としては、①給食献立の決定、②食材料
の選定購入・発注、③給食調理（調理、配膳運搬、片付け、清掃）④食器等洗
浄、⑤食器等消毒・清掃・保管が挙げられる。 
この内、献立の作成については、昭和６０年の文部省通知において、委託化
の対象としないこととされている。また、食材の購入についても、給食費を徴
収している市の責任において購入すべきと考えられる。 
なお、学校給食調理業務の民間委託化を進めている先進市の状況でも①給食
献立の決定、②食材料の選定及び購入については市で行い、③給食調理（調理、
配膳運搬、片付け、清掃）④食器等洗浄、⑤食器等消毒・清掃・保管について
民間委託しているのが主なものとなっている。 
これは、委託後であっても市の管理のもと安心・安全な学校給食を提供する
ため、委託化する業務を選定したものと考えられる。 
本市においても先進市の事例にならい①と②の業務は従来どおり市が行い、
民間委託化する業務は③から⑤とするのが望ましいと考える。 
 
③委託開始年度と委託対象校の検討 
民間委託化を開始する年度であるが、給食調理員の退職が始まる年度は、平成 
２７年度からであり（表３参照）、今後５年間（平成３１年度末）までで給食調
理員８名が定年退職となる予定である。中でも平成２９年度末には一度に４名
の給食調理員が定年退職を迎えることから、遅くとも平成３０年度当初までに
は、委託化に移行していないと給食調理業務に支障が生じると予想される。 
このような状況の中で委託化する年度を検討すると、平成２８年度から学校給 
食センターと比べ規模の小さい自校給食室の委託化について、まず始めに進め
ていく必要がある。この場合、円滑な業務移行を考慮すると２校一括ではなく、
平成２８年度に１校、平成２９年度に１校と順次委託化を進めることがより良
い方法と考える。 
自校給食室の委託化の順序については、現在、四小は児童数の関係で配属され 
ている栄養士が、臨時的任用職員となっており、今後も配属について不安定な
状況が続くことが予想されるため、本採用の栄養士が配属されている五小を先
に委託化（平成２８年度）を進め、次年度（平成２９年度）に四小の委託化を
進めることとする。 

 
④委託事業者の選定方法の検討 
 優良な事業者を選定することは、学校給食の根幹である安全性の確保や衛生 
管理の面から大変重要である。したがって、単に経費縮減の観点からの入札制 
度の活用ではなく、委託事業者の選定にあたっては、事業者の業務実績などか
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ら事前に入札参加事業者を選考し、入札により委託事業者を選定する方法や、 
業務内容に対して、どのように対応できるかを提案してもらうプロポーザル方 
式による選定が考えられる。 
委託事業者の選定にあたっては、選考基準や評価項目、仕様書等を十分精査 
して作成し、実施すべきと考える。その際、業者選考会議等の設置も考慮する。 
委託事業者との契約では、事務効率の向上及び委託事業者の安定した業務履 
行の観点から、また他市の状況においても、３年程度の複数年契約を締結して
いるのが主であり、本市においても委託事業者と長期的な契約を締結すること
が望ましい。 

 
⑤衛生管理について 
 学校給食では、まず何よりも安全性の確保と衛生管理が重要である。これは、 
給食調理業務を委託するしないにかかわらず常に最優先としなければならない。 
したがって、学校給食の安全性の確保や衛生管理のために必要な項目は、業 
務を委託する際に作成する仕様書等に明記するとともに具体的な作業内容等を 
示した上で契約する必要がある。これにより、学校給食衛生管理基準に沿った
衛生管理を委託事業者も行うこととなり、直営同様の衛生管理は可能と考える。 
 
⑥アレルギー食への対応について 
 近年、食物によるアレルギー反応を示す児童や生徒が多く見られるようにな 
り、自校給食室では、除去食等を提供する対応をとっている。 
このことから、業務を委託する際に作成する仕様書等に、アレルギー食への 
具体的な対応を定めるとともに、栄養士による指導やマニュアル等を活用する
ことで対応は可能と考える。 
 
⑦特別給食への対応について 
 学校給食を提供する方法も様々な形態がある。本市では、セレクト給食、卒 
業祝い給食、ならし給食など特別給食として、工夫を凝らして多様な給食の提 
供に努力している。 
特別給食への対応については、委託後であっても献立作成は栄養士、食材料 
の選定及び購入は市が責任をもって実施する。委託事業者は、市が作成したマ
ニュアル等に基づき調理・洗浄等を行うこととなり対応は可能と考える。 
 
⑧給食の質の確保について 
 委託後であっても委託事業者は市が作成する献立及び市が調達した食材を使 
用し、栄養士が作成する指示書やマニュアル等に基づき調理を行うこととなる。
また、学校長が行う給食の検食等の最終チェックや学校職員や児童生徒など 
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からの声を踏まえた委託事業者への指導等を行うことで、委託後の給食の質の 
確保・確認が可能と考える。 
 
⑨今後、一般職非常勤職員（調理員）が退職した場合の補充方法について 
 一般職非常勤職員（調理員）が退職した場合の補充については、現在、欠員 
が生じた場合、学校給食課で募集・面接を実施し、合格者について点数上位の 
者から配属を行い、それ以外の合格者は１年間登録待機者名簿に掲載し、順次 
補充を行っている状況である。今後についても、一般職非常勤職員（調理員） 
が退職した場合、学校給食センター、自校給食室ともに、現在１年ごとの契約 
となっているため、現状の方法で対応していく。 
 
⑩委託化に伴う一般職非常勤職員（調理員）への説明時期と対応について 
 現在、雇用している一般職非常勤職員（調理員）、特に自校給食室に所属する 
一般職非常勤職員に対して、給食業務委託化についての情報を提供する必要が 
ある。この情報の説明時期については、移行時期や委託内容等が確定してから 
でないと難しいものと考えるが、今後の雇用に関わることから、可能な限り早 
い時期に委託化についての内容を決定し説明していく。 
 また、業務委託仕様書等に調理員の継続雇用についての項目（努力義務）を 
記載するなどの措置も検討する。 
 
⑪保護者、学校への周知方法と時期について 
 一般職非常勤職員（調理員）への説明と同様、保護者、学校への周知説明も 
必要と考える。周知方法は保護者会等を利用しての説明会の実施や文書による 
周知が考えられる。時期についても内容が固まり次第、可能な限り早い時期に 
実施する。 
 
⑫自校給食室の民間委託移行後の学校給食センターの委託化について 
 今後１０年間（平成３６年度末）では、給食調理員１２名が定年退職となり、 
給食調理員の人数が現状と比較した場合５割程度減少することになる。 
学校給食センターの運営については当面、一般職非常勤職員（調理員）を活 
用することで直営での運営は可能である。しかしながら給食調理員の退職後補
充がされていない現状があることから、再任用職員の活用も図りながら計画的
に委託化等の検討を行っていく。 
 
７．民間事業者委託化に向けてのスケジュール 
 学校給食調理・洗浄業務の委託化について、平成２８年度に五小、平成２９
年度に四小の予定で順次委託化を進める場合のスケジュール案は【別紙１】の
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とおりである。 
民間事業者への移行については、学校の夏休み期間を準備期間と設定し、そ
れぞれの年度の２学期（９月）から委託事業者による給食調理等を開始する。 
 
８．検討結果 
 本検討会議において、必要事項を検討した結果は以下のとおりである。 
１ 今後において学校給食センターと比較して規模及び人員が少ない自校給食
室（第四小学校及び第五小学校）から調理業務等の委託化を順次進めていく。 

２ 民間委託化以外の検討として①人材派遣の活用、②全調理員の一般職非常
勤職員化の検討を行ったが、どちらの方法も種々の問題があり、他市の状況
を見ても民間委託化以外にこのような方法を取り入れている事例はなかった。 
  このことより学校給食調理等の民間委託化については、経費縮減等のメリ
ットも見込めることなど今後効果的な運用が図れるものであり推進していく
ことは妥当である。 
３ 委託化する業務は、給食調理（調理、配膳運搬、片付け、清掃）、食器等洗
浄、食器等消毒・清掃・保管とし、給食献立の決定、食材料の選定及び購入
については従来どおり市が責任をもって行う。 
４ 平成２８年度から、学校給食センターと比べ規模の小さい自校給食室の委
託化をまず始めに進めていく必要がある。この場合、円滑な業務移行及びコ
スト面のメリットを考え、平成２８年度に五小、平成２９年度に四小の委託
化を順次進めていく。 
  学校給食センターの委託化については、当面、直営が可能であるが、給食
調理員の退職後補充がされていない現状があることから、再任用職員の活用
を図りながら計画的に委託等の検討を行っていく。 
５ 委託事業者の選定にあたっては、選考会議を介した入札またはプロポーザ
ル方式が望ましい。また、事業者との契約に際しては、事務効率の向上と委
託事業者の安定した業務履行の確保、また、他市の状況においても主に３年
程度の複数年契約を締結していることから、本市においても３年程度の長期
的な契約締結が望ましい。 
６ 学校給食センターと委託化までの自校給食室の一般職非常勤職員（調理員）
が退職した場合の補充方法は、現状どおり学校給食課で募集・面接を実施し、
合格者は１年間登録待機者名簿に掲載し、順次補充を行う方法とする。 

７ 民間委託化移行に伴う学校、保護者、調理員への説明周知について、保護
者会等を利用しての説明会の開催や文書による周知など、可能な限り早い時
期に実施していく。 

 
 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
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整会議・庁
議

教育委員会定例会
学校給食運営審議会

○定例会
報中間報
告

○定例会報
告

○審議会委託
化報告

○教委報
告

○審議会委託
化報告

○委託化
報告

保護者、学校、
調理員への周知

学校給食課

○先進
市視察
（飯能
市）

○市HP
へのアッ
プ

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市議会
○四小委
託化予算
審議

庁議
政策調整会議

学校給食運営審議会
教育委員会定例会

○審議会委託
化報告

○定例会
報告

○審議会委託
化報告

○審議会委託
化報告

○審議会委託
化報告

保護者、学校、
調理員への周知

学校給食課

○四小・
八小実
施計画
掲載

○四小委
託化予算
計上

○五小委
託化準備

○五小委託
化開始（２学
期～）

○四小委
託化準備

○四小、
八小委託
化開始
（２学期
～）

＊委託化の開始について、学校の夏休み期間を委託化移行の準備期間とし、第五小学校、第四小学校とも２学期（９月）から委託化を開始する。

平成２６年度 平成２７年度

学校給食調理・洗浄業務の民間委託化スケジュール予定

（別紙１）

○実施計画への掲
載
○他市アンケート調
査

○実施計画への掲
載

○四小自校式調理員への説明
○学校、保護者への説明

○五小委託化予
算計上

○委員会内検討会議等での検討

平成２８年度

○五小自校式調理員へ説
明
○学校、保護者への説明

五小委託化準備（選定等） 四小、八小委託化準備

平成２９年度
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